
個人情報ファイル簿 

１ 個人情報ファイルの名称  土地評価調書 

２ 実施機関の名称及び個人情報ファイ

ルが利用に供される事務をつかさどる

組織の名称 

 実施機関名  市長 

組織名    資産税課 

３ 個人情報ファイルの利用目的  固定資産税及び都市計画税の賦課徴収のため 

４ 記録項目 

１ 登記簿所在地  ア 町名コード イ 地番 ウ 
枝番 エ 仮地番 オ 所在地 

２ 登記簿及び沿革 ア 台帳地目 イ 台帳地積 
ウ 異動年月日 エ 事由  

３ 処理者印 
４ 登録事項  ア 課税地目 イ 課税地積 ウ 異動年

月日 エ 事由   
５ 所有者  ア 住所 イ 氏名又は名称 
６ 敷地の建物（所在・番号） 

７ 評価項目 ア 状況類似地区番号 イ 比準割合 

ウ 比準地目 エ 都計区分 オ 造成費盛土高 

カ 非課税・減免の区分 キ 路線番号（正面，側

方№1，側方№2，裏面） ク 個別補正(間口(側方

奥行)，奥行，側方加算率(角地・準角地)，通路開設

奥行，間口狭小補正，奥行長大補正，不整形補正，

無道路地補正，がけ地補正，奥行による比準割合，

形等による比準割合，その他の比準割合，都市計画

施設補正，道路高低補正，水路介在補正，高圧線下

補正，その他の補正) ケ 備考 

５ 記録範囲 市内土地全筆 

６ 記録情報の収集方法 本人以外 

７ 要配慮個人情報の有無 なし 

８ 記録情報の経常的提供先  なし 

９ 開示等請求を受理する組織の名称及

び所在地 

（名称）水戸市財務部税務事務所資産税課及び

水戸市情報公開センター 

（所在地）水戸市中央１丁目４番１号 

10 訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
記録情報の訂正は，地方税法の定めるところによる。 

１１ 個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第

１号（電子処理ファ

イル） 
□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処

理ファイル） 
政令第 21 条第７項に

該当するファイル 

   □有 ■無 



１２ 備考  

 注 この表で「法」とは個人情報の保護に関する法律を，「政令」とは個人情報の保護に関する

法律施行令をいう。 


